
消費税課税事業者のための

日時

会場

2022 .11/9［Wed］ 14 :０0～17 :０0

第1部 14:00～16:00

消費税「インボイス制度」
実務対応と検討課題

講師 矢吹 泰正
税理士

第2部 16:15～17:00

電子帳簿保存法改正対応
～電子取引対応及びインボイス
制度開始後の経理事務合理化～

お問い合わせ・お申込み

消費税インボイス制度
実務対応セミナー

そごう横浜店 ９階市民フロア ミーティングルーム
〒220-0011 横浜市西区高島2-18-1 横浜新都市ビル（そごう横浜店）9階

講師 服部 彰男
公認会計士・税理士

電子帳簿保存法の改正により、令
和4年1月より電子取引データについ
ては電子媒体による保存が義務化さ
れています。2年間の宥恕規定により
対応を先送りにしているケースが多
いですが、令和6年1月以降について
は電子媒体による保存が必須となり
ます。
本セミナーでは、同制度の概要及

び実務対応方法、またインボイス制
度を見据えた経理事務対応について
解説致します。
キーワードは「電子化」です。

『インボイス制度』の開始が約1年後
に迫っています！
令和５年10月1日から導入されるこ

の新たな消費税の制度は、消費税課税
事業者の会計・経理実務に大きく影響
を与えることが予想されます。
本セミナーでは、消費税制度及びイ

ンボイス制度の概要に加え、具体的に
皆さまの実務にどのような影響を与え
るのか、どのような検討課題があるの
かについて解説致します。
早期に検討事項を洗い出し、しっか

りと対策を取っていきましょう！

TEL:045-451-3761 FAX:045-451-3767 担当：保科
〒220-0011 横浜市西区高島2丁目12-6 ヨコハマジャスト1号館4階

～インボイス制度開始に向けて準備すべきこと～

裏面の申し込み用紙をFAX頂くか、お電話での申し込みをお願い致します。

※定員50名となります。（コロナ感染防止対策により席数を減らしての開催となります）



横浜税理士法人 行

FAX ０４５－４５１－３７６７

「消費税インボイス制度実務対応セミナー」参加申込書

貴社名（法人の場合のみ）

ご住所

電話番号 FAX番号

受講者

＜ご連絡・問合せ先＞

必要事項をご記入の上、送信ください

【申込期限】10月31日（月）

部署・役職 お名前

横浜税理士法人

（担当：保科）

TEL:045-451-3761 FAX:045-451-3767 
〒220-0011 横浜市西区高島2丁目12-6 ヨコハマジャスト1号館4階


